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（１）これまでの点検経過
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河川整備の進捗・実施状況社会情勢の変化

河
川
整
備
の
実
施

平成２６年８月 六角川・松浦川学識者懇談会 設立

平成２６年１０月 河川整備計画内容の点検・事業再評価（前回）

河川整備の進捗・実施状況社会情勢の変化

平成２９年度 河川整備計画内容の点検・事業再評価（今回）

平成２１年７月 松浦川水系河川整備計画 策定

平成２８年４月 嘉瀬川が武雄河川事務所に編入
嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会に名称変更



（２）整備計画の概要【整備計画の目標】

治 水

◆基準地点松浦橋において、昭和28年6月洪水に次ぐ平成2年7月洪水に相当する概ね30年に1回

の確率で発生する洪水に対して、「破堤」「越水」等による家屋の浸水被害を防止することを目

標とします。

◆流水の正常な機能を維持するための流量につ

いては、動植物の生息・生育、漁業等に必要

な流量として、牟田部地点において、かんが

い期で概ね2.5m3/s、非かんがい期で概ね

2.0m3/sを下回らないように努めます。

◆なお、流水の正常な機能を維持するため必要

な流量には、水利流量が含まれているため、

水利使用等の変更に伴い、当該水量は増減し

ます。

◆河川水の利用については、取水実態等の変化

を踏まえ、慣行水利権を許可水利権に変更す

るなど更に適正な水利用を目指します。

◆治水・利水との調和をはかりつつ、松浦川と流域の人々との歴史的・文化的なつながり

を踏まえ、多様な動植物が生息・生育する豊かな自然環境を次世代に引き継ぐよう、

瀬・淵を有する流れや水際環境、上下流の縦断的な生物の生息・生育環境を保全し、松

浦川における動植物の多様性を確保します。

◆藩政時代に築造された井堰等の歴史的構造物においては、保全に努めます。

◆河川空間の利用に関しては、流域の人々の生活の基盤や歴史、風土を形成してきた松浦

川の恵みを生かしつつ、水辺空間を利用したスポーツ・レジャー利用、自然とのふれあ

いや環境学習の場の整備・保全を目指します。また、河川を通じた地域間交流等を推進

し、川と自然とふれあえる親しみやすい河川空間の維持・整備を目指します。

◆良好な景観の維持・形成については、松浦川の流れが織りなす良好な河川景観の保全を

図るとともに、中上流部は田園風景と調和した河川景観、河口部は歴史・文化との関わ

りが深い唐津城と調和した河川景観の保全に努めます。

◆水質について、環境基準を維持するとともに流域全体で更なる水質の向上を図ります。

利 水 環 境
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■本計画で定めた以下の治水・利水・環境に関する目標の達成に向け、河川整備を実施します。

◆既設の堤防については、洪水における浸透や侵食に対する所要の安全性を確保することとします。

◆内水対策については、関係機関と連携・調整を図りつつ、必要に応じて内水被害の軽減対策を実施します。

◆洪水による災害の防止または被害を最小限に抑えるため、堤防・護岸・樋管等の河川管理施設の効率的かつ効果的な管理を行います。

◆洪水等による被害を最小限に抑えるため、既往洪水の実績等も踏まえ、洪水予報及び水防警報の充実、水防活動との連携、河川情報の収

集と情報伝達体制及び警戒避難体制の充実等総合的な被害軽減対策を関係機関や地域住民等と連携して推進します。さらに、広域的な支

援体制の確立、地域ぐるみの防災教育の推進等を支援し、災害時のみならず平常時からの防災意識の向上を図り、自助・共助・公助のバ

ランスの取れた地域防災力の構築に努めます。

表　　松浦川本川における整備目標の基準地点流量

基準地点 目標流量 洪水調節量 河道流量

松浦橋 2,900m3/s 200m3/s 2,700m3/s

◆本川上流区間については、下流区間での洪水被害の危険性を増大させないよう、上下流間のバランスを考慮し、本川下流区間の整備目標

と整合の取れた治水安全度を確保します。また、徳須恵川、厳木川の支川についても、本川の整備目標と整合の取れた治水安全度を確保

します。



３）社会情勢の変化【気象状況の変化（全国）】

■1時間降水量80mm以上の年間発生回数（1000地点あたり）

■1時間降水量50mm以上の年間発生回数（1000地点あたり） 資料）気象庁資料より作成
・全国約1300地点のアメダスより集計

■ 1時間50mm以上の発生回数は、約10年間で40回の増加、1時間80mm以上の発生回数は、約10年間で4
回増加しており、近年集中豪雨の発生傾向が顕著になっています。
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３）社会情勢の変化【気象状況の変化（九州地方）】

■1時間降水量80mm以上の年間発生回数（180地点あたり）

■1時間降水量50mm以上の年間発生回数（180地点あたり）

資料）九州・山口の気候変動監視レポート（福岡管区気象台）より抜粋

■ 1976～2016年の41年年間の統計では、1時間50mm以上の非常に激しい雨の発生回数は10年あたり
11.9回、1時間80mm以上の猛烈な雨の発生回数は10年あたり1.6回と、それぞれ増加傾向がみられます。
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■近年、豪雨や台風等により、各地で甚大な被害が発生しています。

（３）社会情勢の変化【災害の発生状況】

●：河川災害
●：土砂災害
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（３）社会情勢の変化【近年出水を踏まえた河川行政の取り組み】

平成27年9月 関東・東北豪雨

平成27年12月10日
大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について
～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～（答申）

平成29年6月19日 「水防法等の一部を改正する法律」が施行

平成27年8月28日
水災害分野における気候変動適応策のあり方について
～災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ～（答申）

平成28年8月 北海道・東北地方を襲った一連の台風等

平成29年1月11日
中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について
（答申）

平成29年6月20日
水防災意識社会の再構築に
向けた緊急行動計画
～「中小河川等における水防災意識
社会の再構築のあり方（平成29 年1 
月）」等を踏まえた緊急対策～

水防災意識社会の再構築を加速化

孤立者を救助するヘリ

破堤箇所

鬼怒川の浸水被害の様子
（平成27年9月 関東・東北豪雨）

小本川の浸水被害の様子
（平成28年8月 台風10号）
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（３）社会情勢の変化【水防災意識社会の再構築ビジョン 】
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（３）社会情勢の変化【水防法等の一部改正】

■近年、洪水等の水災害が頻発・激甚化していることに対し、洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経
済被害の最小化」を実現するため、多様な関係者の連絡体制の構築と既存資源の最大活用を図る「水防

法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行。洪水時の逃げ遅れによる人的被害ゼロを期待。

平成29年6月19日 「水防法等の一部を改正する法律案」の施行



（３）社会情勢の変化【 水防法等の一部を改正する法律のポイント】

逃げ遅れゼロの実現 社会経済被害の最小化

浸水実績等の把握及び水害リスク情報の周知

管理者等による避難確保計画策定等の義務化

浸水被害軽減地区の指定委託を受けて水防活動を行う民間事
業者へ緊急通行等の権限を付与

 洪水氾濫による被害の軽減を
図るため、ハード・ソフト一
体となった対策について多様
な関係者が密接な連携体制の
構築を目指す。

 国及び都道府県知事は、水防
法に基づき指定した洪水予報
河川・水位周知河川について、
協議会を組織する。

 要配慮者利用施設に避難確保計画の策定、避難訓練の実施を義務化。

 市町村長による浸水実績等の把握（河川管理者は、市町村長に
必要な援助）。

 水害リスク情報をハザードマップとして配布、電柱や看板等へ
の記載、インターネットでの公表などを通じて周知。

 都道府県知事等から要請を受け、高度の技術力を要する災害復旧、
改良工事・修繕を代行（費用負担は都道府県知事等が自ら実施す
る場合と同じ）。

 平成29年7月九州北部豪雨災害において福岡県管理河川（赤谷川
等）で堆積土砂や流木の除去に着手（国による初の権限代行）

 民間事業者は、水防管理者か
ら委託を受けた水防活動の範
囲内に限り、緊急通行（法19
条）、公用負担（法28条）の
権限を行使可能。

福岡県赤谷川被害状況

小本川及びその支川での関連被害
・死者9名（高齢者施設）
・床上558戸、床下44戸

岩手県小本川被災状況
（台風10号H28.8.30）

水防災意識社会再構築協議会実施状況
「松浦川流域大規模氾濫に関する

減災対策協議会」H29.5

• 既存の輪中堤防等の資源を
最大限に活用する見地から、
水防管理者が、浸水の拡大
を抑制する効用があると認
められるものを浸水被害軽
減地区として指定

国等による工事の権限代行
※水機構による代行はフルプラン水系内のダムに限定

大規模氾濫減災協議会制度の創設
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（３）社会情勢の変化【流域内の状況の変化】

・平成18年以前の武雄市は合併前の北方町、山内町との合計値

平成21年 平成26年

■松浦川流域に位置する唐津、伊万里、武雄市の人口、世帯数、土地利用状況については近年はあまり変化がありません。

■河川整備計画策定以後、松浦川松浦橋地点で河川整備計画を上回る洪水は発生していません。

※出典：国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ

※出典：国勢調査

松浦橋地点

牟田部地点
整備計画策定H21.7.21
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■長崎～唐津～福岡を結ぶ重要な路線である西九州自動車道が現在も引き続き整備中であり、今後、唐津市街地を中心に更なる発
展が期待されます。

■新たな製造業の進出や行政施設が整備され、更なる施設等の進出とそれに伴う地域活性化が期待されます。

石志地区の開発状況
（徳須恵川下流）

北波多田中地区の開発状況
（徳須恵川中流）

徳須恵川

徳須恵川

（３）社会情勢の変化【流域内の開発状況】

至 長崎

至 福岡

唐津ＩＣ

西九州自動車道整備状況

唐津道路（浜玉～唐津） 開通済

唐津伊万里道路 （唐津～南波多谷口） 開通済

唐津伊万里道路 （南波多谷口～伊万里東府招）
H29年度開通予定
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企業地開発状況
（平成１６年）

平成２７年

第2期分譲地
（H19～）

第1期分譲地
（H17～H19）

分譲予定地
（H29～）

物産展開店(H27.4月開店）

平成20年企業進出



【アザメの瀬】
人と生物がふれあえる場として、地域住民
から親しまれている。

【現状】
 散策、水遊び、釣りなど、利用方法は多岐にわたり、平成26年度に松浦川の国管理区間で実施した「河川水辺の国勢調査（河

川空間利用実態調査）」による河川空間利用者数は年間約18万人。
 上流から中流部に位置する桃川親水公園では、地域の取り組みにより数多くのホタルが見られるほか、子供たちの遊び

場としても利用される。
 中流部では、アザメの瀬での自然体験や環境学習などのイベントが行われ、人と生物のふれあいの場として、地域住民

や市民団体に利活用されている。
 厳木川上流部では「きゅうらぎ川あゆまつり」が行われ、アユのつかみ取り大会などが催されるほか、ダム湖周辺のス

ポーツ公園では毎年少年野球大会が開催される。
 松浦大堰湛水区間では、唐津市民花火大会が行われ、毎年約17万人の市民・観光客が訪れる観光地となっている。

【桃川親水公園】
人と生物が共生する場として地域住民に
利用される。ホタルの保全活動も行われ
る。

【黒髪山】
県立自然公園のほか、天然記念物の川古
のクスを擁する。

アザメの瀬

 松浦川流域では、氾濫原湿地の減少とそれに代わる水田の機能低下
をうけ、氾濫原湿地の再生および人と生物のふれあいの場再生を目的
として、平成15年度よりアザメの瀬の自然再生事業を開始。

 多自然的な川づくりの継続的実施により、河川の複雑な
物理的構造を保全回復させ、陸域と水域との連続性の確
保、自由度の向上を図る必要がある。

 整備については、流域住民と連携し、学識経験者等の意
見を聞きながら整備を進めるよう努める。

■源流部の黒髪山県立公園をはじめ、桃川親水公園やアザメの瀬など、自然と人とのふれあいの場としての利用が大きな割合を
占め、地域の住民団体等によって河川を軸とした様々な活動が展開されています。

■今後、水辺のふれあいの場や河川空間を利用した自然体験や環境学習の場のさらなる確保が求められます。

【きゅうらぎ川あゆまつり】
厳木川では、アユやヤマメが生息しており、
アユのつかみどり大会などが催され､多くの
家族連れで賑わう。

【唐津市民花火大会】
毎年約17万人の市民・観光客が訪れる。

【スポーツ公園・少年野球大会】
ダム湖周辺のスポーツ公園にて、毎年7月
に開催される。

【利用形態別の利用者割合】 【利用場所別の利用者割合】

 アザメの瀬自然再生事業では、地域住民（NPO法人アザメの会など）、

行政、学識者で構成するアザメの瀬検討会を開催し計画立案の段階
から住民参加による意見交換を実施。

 環境学習や稲作体験を行うなど、地域住民に向けた自然とふれあうイ
ベント、学びの場を設けている。

 平成21年の時点では、魚類やトンボなどが整備前と比較して増加傾

向もしくは整備前と同様安定した種数が確認されており、「多様な種が
生息する豊かな生態系の場としての機能」が発揮されていると思われ
る。

アザメの瀬施設の全貌

環境学習の様子 アザメの瀬検討会の様子

（出典：平成26年度河川水辺の国勢調査＜河川利用実態調査＞）

スポーツ

17.3%

釣 り

18.2%

水遊び

6.7%

散策等

57.8%

水 面

18.2%

水 際

15.3%

高水敷

15.7%

堤 防

50.8%

Ｈ25.1撮影

区分 項目
年間利用人数
(推定値)　(人)

割合(%)

スポーツ 30,926 17.3
釣り 32,513 18.2

水遊び 11,894 6.7
散策 103,222 57.8

計 178,555 100.0

堤防 90,724 50.8
高水敷 27,983 15.7
水際 27,310 15.3
水面 32,538 18.2

計 178,555 100.0

利用場所別

利用形態別

（３）社会情勢の変化【河川の利用状況】
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（４）河川整備の進捗・実施状況【当面実施する整備の内容】

■築堤、堤防嵩上げ等の当面実施する整備を進めていきます。

:：完成した事業
：当面整備予定の事業
：今後実施予定の事業

完成した事業
位置図番号 箇所名 整備内容

1 養母田地区 堤防嵩上げ
2 駒鳴・川西地区 河道掘削
3 駒鳴・立川・大川野地区 河道掘削
4 大川野地区 輪中堤嵩上げ
5 北波多徳須恵・行合野地区 築堤
6 水留・古里・大曲・高瀬地区 河道掘削
7 北波多志気・水留・古里・大曲・高瀬地区 河道掘削

原土農道橋撤去
高瀬橋架替

9 相知地区 築堤
10 本部地区 河道掘削
12 北波多田中・徳須恵地区 堤防嵩上げ
14 湯屋・田頭・楠・町切地区 河道掘削

学校前橋撤去
田頭橋架替

19 山本地区 堤防嵩上げ
当面整備予定の事業
位置図番号 箇所名 整備内容

11 橋本・千々賀地区 堤防嵩上げ
18 久里地区 築堤
25 石志地区 築堤

今後実施予定の事業
位置図番号 箇所名 整備内容

13 長部田・本山地区 河道掘削
14 湯屋・田頭・楠・町切地区 河道掘削
16 本山地区 築堤
17 鏡地区 堤防嵩上げ
20 山本・牟田部地区 築堤
21 牟田部地区 築堤
22 川西地区 松葉橋撤去
23 提川・桃川地区 河道掘削
24 川原・桃川地区 河道掘削

堤防嵩上げ
築堤

27 北波多徳須恵・行合野地区 河道掘削
28 北波多稗田地区 河道掘削

清水橋架替
古里農道橋架替
水留橋架替

30 古里地区 下の井堰は可動堰に
31 古里・水留地区 上の井堰は下の井堰に統合
32 大曲地区 井手平井堰は可動堰に
33 湯屋・田頭地区 築堤

本山橋架替
本山鉄道橋架替

35 箞木・厳木地区 河道掘削
36 楠・厳木地区 河道掘削
37 箞木地区 椴ノ木橋架替

34 本山地区

26

8

15

29

水留地区

田頭地区

水留地区

畑島地区
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（４）河川整備の進捗・実施状況【田中地区排水樋管改築及び築堤】

■洪水を防止するため、堤防整備と排水樋管の改築を行いました。

平成26年度完成

大杉橋

築堤及び排水樋管改築
L=800m

荒巻排水樋管改築

大藪排水樋管改築

至伊万里市

至唐津市

荒巻排水樋管改築前 荒巻排水樋管改築後

築堤前 築堤後

施工場所：唐津市北波多田中地先
事業期間：平成25年～26年
延長：約800m

標準断面図築堤

⑫北波多田中・徳須恵地区堤防嵩上げ
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施工イメージ：31k400（萩の尾堰）

施工前［萩の尾堰31k400付近］ 施工後［萩の尾堰31k400付近］

■洪水を流れやすくするために、河道掘削を行いました。

平成27年度完成

施工場所：武雄市武内町
事業期間：平成26年～平成27年
総掘削土量：約１万m3

（４）河川整備の進捗・実施状況【萩の尾地区河道掘削】

整備前 整備後

河道掘削工事（萩ノ尾地区）

掘削

31k250 ⑩本部地区河道掘削
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■洪水を流れやすくするために、河道掘削及び田頭橋の架け替えを行いました。

厳木川 田頭橋（平成24年度完成）

旧田頭橋 4k540 新田頭橋 4k451

厳木川

施工後：田頭橋付近（平成25年度完成）

築堤・護岸
河道掘削

（４）河川整備の進捗・実施状況【田頭地区河道掘削等】

厳
木
川

→

整備後整備前

凡例

掘削幅10～20m

H25まで

H26～28

施工場所：唐津市相知町田頭地先
事業期間：平成21年～平成28年
総掘削土量：約９．６万m3

掘削
標準断面図

⑮田頭地区田頭橋架替

⑭湯屋・田頭・楠・町切地区河道掘削



（４）河川整備の進捗・実施状況【危機管理型ハード対策】

20

松浦川

22k000

白木橋

未舗装

整備前 整備後

左岸22k200付近より上流を望む伊万里市構地区の堤防天端舗装 左岸22k200付近より上流を望む

松浦川

川西橋

25k000

伊万里市大川野地区の堤防天端舗装 右岸24k800付近から下流を望む右岸24k800付近から下流を望む

未舗装

整備前 整備後

■越水等による被害軽減のため、堤防天端舗装を行いました。
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（４）河川整備の進捗・実施状況【河川構造物の耐震性能調査】

優先度の考え方と対応方針
A B C

考
え
方

治水上又は利水上重要な水門・樋門
・地震によりゲートの開閉操作が不可能になった場合に、周辺で想定される浸水

家屋数が200戸以上となるおそれがあるもの
・地震によりゲートの閉操作が不可能になった場合に、上水道、農業用水、工業

用水等の取水に障害が生じるおそれがあるもの 左記のいずれに
も該当しない施設

・地震で損傷した際に代替措置のない施設
・大規模地震による津波遡上区間に設置されている施設
・背後地がゼロメートル地帯である区間に設置されてい

る施設

左記に該当しない

対応
方針

・緊急的に耐震性能照査を実施し、対策が必要な場合は、
直ちに耐震対策を施す必要がある施設

東北地方太平洋沖地震（河川構造物の耐震性能調査）■東北地方太平洋沖地震では、東北～関東地方の広範囲にわたり、2000箇所を越える河川堤防が被災しています。

■この地震による河川堤防の被災は、過去の地震による堤防の被災と比較して、範囲も規模も甚大であることから、東北地方太

平洋沖地震を受け、河川構造物の耐震に関する法整備や、基準づくりが進められています。

■H24.2に河川構造物の耐震性能照査指針の通達があり、松浦川で堤防の耐震性能照査を実施した結果、対策が必要な箇所はあ

りませんでした。

■現在、水門や樋門・樋管を対象として、優先度の高いものから耐震性能照査を順次実施しています。

耐震性能照査の優先度整理状況（樋門樋管）

優先度 対象施設数

A 0

B 3

C 103

合計 106

地震による堤体の変状

東北地方太平洋沖地震

（平成23年）

阿武隈川上流部

熊本地震

（平成28年）

緑川

平成23年6月 今後の津波防災対策の考え方を提言

中央防災会議専門調査会が「今後の津波防災等の基本的な考え
方について」提言

平成23年9月 東日本大震災を踏まえた今後の河川堤防
の耐震対策の進め方

河川堤防耐震対策緊急検討委員会が「東日本大震災を踏まえた
今後の河川堤防の耐震対策の進め方について(報告書)」を公表

平成24年2月 河川構造物の耐震性能照査指針が通達

堤体の液状化、津波、地殻変動に伴う広地な地盤沈下の3項目
に対して記述を充実
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（４）河川整備の進捗・実施状況【河川の維持管理対策①】

＜河道の維持管理＞

松浦川においては、定期的な測量や樹木調査、河川巡視等により、土砂堆積や樹木の繁茂による河道断面の阻害の可能性が

確認された場合には、必要に応じて適切な掘削・樹木伐採等を行っています。

伐採後
徳須恵川10k300付近

河道内に繁茂する樹木群
伐採前

河川巡視の状況

アナグマ巣穴被害範囲
確認状況

＜河川管理施設の維持管理＞①堤防および護岸

松浦川では、堤防点検等により堤防及び護岸の状態把握に努めています。点検の結果にもとづき、必要に応じて補修対策を

行っています。

補修前 補修後損傷した法面（張りコン）
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（４）河川整備の進捗・実施状況【河川の維持管理対策②】

＜河川管理施設の維持管理＞②水閘門等（樋門・樋管、水門、排水機場、堰、ダム）

河川管理施設については、今後老朽化により整備・更新が必要となる施設が増加することに伴い、設備の信頼性を確保し

つつ、効率的かつ効果的な維持管理を実現するために、長寿命化計画や堤防点検の結果をもとに、適切な維持・修繕を行い

ます。

クラックの補修

●老朽化した施設の修復状況：佐里第三排水樋管（松浦川 左岸 18/152）

施設の維持管理のPDCAサイクルイメージ

河川管理施設の設置年代と設置数

松浦川水系（国管理区間）における河
川管理施設全体の約7割が昭和50年以
前に設置されています。

補修前 補修後

平成２７年度補修

 
Ａｃｔｉｏｎ 

～ 改善策 の 検討 ～ 
Ｐｌａｎ 

～ 補修設計 ・ 計画 ～ 
補修工法 の 決定 
補修工法設計 

交換施設 の 設計 
施設改良 の 設計 

重点点検 
（ 不具合 の 変化 の 状況原因調査等 ） 

詳細調査 
（ 劣化度合 いの 判断 ） 

施設改良 の 必要性 の 検討 

Ｃｈｅｃｋ 
～ 状況 ・ 機能 の 確認 ～ 

Ｄｏ 
～ 補修 ・ 改良 の 実施 ～ 

補修工事 
施設改良工事 の 実施 

部品 の 交換 
機器 の メンテナンス 

河川巡視 
施設点検 

（ 目視点検 ・ 機器点検 ） 
管理運転 



（４）河川整備の進捗・実施状況【地域との連携】

■よりよい河川環境を地域ぐるみで積極的に形成することを目的に、河川協力団体等と連携して、地域とのコミュニケーションを

図っています。

■松浦川では、NPO法人アザメの会や自然と暮らしを考える研究会など、住民団体による環境学習や維持管理の活動が行われて

おり、平成25年度に河川協力団体に指定されています。

■地域住民や流域の自治体からも事業の推進を望む声が寄せられています。

防災まちづくり支援

■洪水や内水の被害最少化を目的に、流域内の多くの地区で「マイ防災マップ」や「まる
ごとまちごとハザードマップ」をはじめとする「防災まちづくり」支援の取り組みを実施。

H25.4現在 マイ防災マップ作成状況

防災サインの設置状況

①総合学習ではなく、理科・社会科の正式な授業で実施
→学校関係者との話し合い（教育委員会、校長会専門部、理

科・社会科担当者会で周知）を経て実現
②ゲストティーチャーではなく、担任の教諭が授業を実施
→教育現場のフォーマットに沿った学習プログラム（指導計

画書）を作成
③地元を流れる六角川・松浦川を題材にする
→六角川・松浦川に関する資料（写真・図面等）を提供

・単元の位置づけ
・指導時のポイント
・学習方法の工夫
・単元のねらい、めあて
・必要な資料（別冊で整理）
・教科書該当ページ
・授業の時間配分
・黒板の板書計画 等々

風水害時に自分たちができるこ
とは何だろう。

○ひなんのために知りたいこと

・近くのひなん所

・防災関係機関の連らく先

・安全な道

○風水害時にできること

・市にひ害の状きょうを聞く

・ 困っている老人がいたら消

防署に連らく

・ひなん所にひなん

・水位が高い時は出歩かない

・テレビやラジオで情報を入手

・一人で行動しない

・非常食など持ち物を用意

風水害のき険を回ひするために日
ごろから準備しておくことが大切。

 

プログラムの構成

■六角川・松浦川を対象とした幅広い防災知識の向上を目的に、正式な理科・社会科の授業で風水害対
策を採用してもらう取組を実施している。

ポイント

５年生の理科授業の様子

教育機関と連携した水防災教育
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河川協力団体圏域会議防災・減災フォーラム 環境学習（アザメの瀬） 地域住民による維持管理・利活用（アザメの瀬）

※田植えの様子



◆上記目標達成に向けた３本柱
松浦川流域では、流域全体で洪水による浸水被害が発生するおそれがあるほか、特に中上流部では未整備区間が多く残り、甚大
な浸水被害が想定される。河川管理者が実施する河道整備等のハード対策に加え、ソフト対策として、地域住民と一体となった
「地域防災力の構築」を推進する。

■「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づき、大規模洪水の減災対策についての取り組みとして、平成２８年５月に「松浦川
流域大規模氾濫に関する減災対策協議会」を設立しました。

■水害リスク情報の共有、防災意識の啓発、リアルタイム防災情報の共有、住民等への防災情報の周知など、関係機関等の広域
的な連携による「地域防災力の構築」を推進していきます。

25

松浦川における大規模氾濫に関する減災のための取組方針（平成28年8月）

◆５年間で達成すべき目標

大規模水害に備え、地域連携・協働と洪水被害軽減の取り組
みを柱とした「自助・共助・公助のバランスのとれた地域防
災力の構築」で被害の最小化、早期回復を目指す。

減災対策協議会（平成29年5月23日）

（４）河川整備の進捗・実施状況【減災対策協議会1/5】

1．水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進
するための取組

2．地域住民・市民団体・関係機関の連携・協働による地域の将来を担う
人材の教育・発掘に向けた取組

3．洪水被害軽減のための取組と既存施設運用の工夫等の取組



■地域住民が水害リスクを正しく感じられるように、ハザードマップの改良と周知、及び活用の取組を推進する。
■「マイ防災マップ」等の取組拡充を通じて、大規模水害の恐ろしさや大規模浸水時の適切な対応について地域住民の認識を

深め、適切な避難行動に繋がる取組を推進する。
■実践的な避難訓練を推進し、地域住民が判断して適切な避難行動を実現できるための取組を推進する。

避難に着目したタイムラインの作成

①水害リスク情報の共有

住民参加の避難訓練 26

１．水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組

（４）河川整備の進捗・実施状況【減災対策協議会2/5】

②防災意識の啓発

マイ防災マップの取り組み

③リアルタイム防災情報の共有

武雄河川防災情報システム洪水ハザードマップ

④避難勧告等の発令 ⑤避難行動に繋がる訓練

重要水防箇所の合同巡視

⑥河川巡視情報の共有



27

⑦住民等への防災情報の周知
・パソコン、携帯電話による雨量・水位等の河川情報の提供（国土交通省ＨＰ「川の防災情報」）
・松浦川についての河川情報の提供（武雄河川国道事務所ＨＰ「川の情報」）
・水防法の一部改正により、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図の公表。

想定し得る最大規模の降雨による
松浦川水系松浦川・徳須恵川・厳木川洪水浸水想定区域

（平成2９年３月２９日指定）

（４）河川整備の進捗・実施状況【減災対策協議会3/5 】

防災インフォメーションや
河川情報を提供



28

２．地域住民・市民団体・関係機関の連携・協働による地域の将来を担う人材の教育・発掘に向けた取組

（４）河川整備の進捗・実施状況【減災対策協議会4/5 】

■浸水や土砂災害による途絶を考慮した避難経路や避難場所の確保に向けた連携・協働の取組を実施する。
■水防災教育、出前講座等による講習会の拡大、水防災意識啓発のための広報の充実を図る。
■地域住民の早期の避難を促すため、自主防災組織・消防団・防災リーダーの育成・強化、河川協力団体との連携、要配慮者

利用施設等の避難訓練の促進に取り組む。

要配慮者に対応した避難訓練

○避難場所や避難路の確保

教育機関と連携した水防災教育
○連携・協働、人材育成・発掘

水防団と河川管理者が連携した総合水防訓練 河川協力団体との連携
（河川協力団体圏域会議）



３．洪水被害軽減のための取組と既存施設運用の工夫等の取組

（４）河川整備の進捗・実施状況【減災対策協議会5/5 】

■資機材の搬入時間を短縮するため、浸水や土砂災害による主要道路の途絶に配慮した水防資機材の配置確認を行う。
■道路途絶による孤立者対策として迅速な道路啓開に向けた排水体制を強化する。

排水ポンプ車による排水訓練

①既存施設運用等

排水ポンプ車による排水

水防情報図

②水防資機材等

水防資機材の配置数量（記載の一部）
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（５） 河川整備計画内容の点検 【結果】

平成２１年７月 松浦川水系河川整備計画 策定

平成29年9月 松浦川水系河川整備計画 第２回点検 （今回）

河
川
整
備
の
実
施

河川整備の進捗・実施状況

社会情勢の変化

■関東・東北豪雨及び九州北部豪雨等による甚大な被害を踏まえ、水防災意識社会再構
築の取り組み防災・減災に関するハード・ソフト一体となった対策等が求められてい
る。

■流域内の人口・土地利用の大きな変化はみられないが、西九州自動車道の開通や新た
な製造業の進出など、流域内の開発が進んでいる。

■河川空間を活用したイベントや環境学習の場など継続的な利用が行われている。

■河川改修事業を継続して実施中である。

■河川管理施設の適正な維持管理を実施中である。

■自然学習、河川情報の共有化等、関係機関と連携し地域とのコミュニケーションを推
進している。

■大規模氾濫に関する減災対策協議会を設置し、減災のための目標達成に向けた取り組
みを推進している。

【点検結果】
引き続き、現計画に基づき、河川整備を実施する

30
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